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1 開戦前の情勢
1937 年（昭和 12 年）7 月 7 日の盧

ろ

溝
こう

橋
きょう

事件を発端として始まった日中戦争
により、1931 年（昭和 6 年）9 月の満

まん

州
しゅう

事
じ

変
へん

以来、日本の中国進出を警戒し
ていた英米仏と日本の関係は急速に悪化
し、アメリカ合衆国が航空機用燃料・鉄
鋼資源の対日輸出を制限するなど、日本
の締めつけが図

はか

られた。いわゆるABCD
包囲網である。「ABCD」とは、日本
への貿易制限を行っていたアメリカ合衆国

（America）、 イギリス（Britain）、 中
華民国（China）、オランダ（Dutch）
の頭文字を並べたものである。

またヨーロッパでは、1939 年（昭和
14 年）ドイツがポーランドに侵攻し、英
仏両国が対独宣戦を布告、第二次世界
大戦が勃発していた。

それでも中国から撤退しない日本は、
ヨーロッパにおいて第二次世界大戦を繰り
広げるドイツ・イタリアと1940 年（昭和
15 年）9 月 27 日に日独伊三国軍事同盟
を締結し、ヴィシー・フランス（ヴィシー政権）

続しようとした。しかし、陸軍大臣東
とう

条
じょう

英
ひで

機
き

（1884～1948）は日米交渉を打ち切っ
て、開戦を主張した。両者は対立し、結局、
第三次近衛内閣は総辞職した。1941 年

（昭和 16 年）10 月 18 日、東条英機
内閣が成立する。

8ヶ月もの日米交渉の末、1941 年 11
月 26 日に出されたアメリカ側の提案「合
衆国及び日本国間の基礎概略」（ハル・
ノート）は、｢ 中国・仏印からの日本軍
の全面撤退、満州国の否認 ｣ など満州
事変以前の状態への復帰を要求するもの
だったので、交渉成立は絶望的となった。

これを最後通
つう

牒
ちょう

と受け止めた日本は、
同年 12 月 1 日の第 8 回御

ご

前
ぜん

会議で日米
交渉の打ち切りと対米英開戦が決定する。

2 真珠湾攻撃
1941 年（昭和 16 年）12 月 3 日、

大本営は日本海軍機動部隊へ「ニイタカ
ヤマノボレ 1208」（真珠湾攻撃命令）を
発信。12月 8日、日本海軍の空中攻撃
隊はハワイ真珠湾の米軍基地を奇襲攻撃

する。奇襲は成功し、「トラ・トラ・トラ」
（ワレ奇襲ニ成功セリ）という暗号略号
電波が攻撃隊隊長・淵

ふち

田
だ

美
み

津
つ

雄
お

（1902～

1976）から発信された。
同日、 野村吉

きち

三
さぶ

郎
ろう

（1877 ～ 1964） 駐
米大使は、コーデル・ハル（Cordell Hull、

1871～1955）米国務長官に「対米覚書（外
交打ち切り通告文）」を手

しゅ

交
こう

し、日米交渉
は決裂する。「米国及英国ニ対スル宣戦
ノ詔

しょう

書
しょ

」が発せられ、日本はアメリカと
イギリスに宣戦布告を行い、太平洋戦争
が始まった。

それは、枢
すう

軸
じく

国
こく

と呼ばれるファシズム（軍
国主義的独裁主義）の日本・ドイツ・イタ
リアと、連合国のアメリカ・ソビエト連邦（ソ
連）・中国・イギリス・フランス・オランダ
などとの対立構造となった。

アメリカへの事実上の宣戦布告である
日米交渉打ち切り通告は、日本政府・在
米日本大使館の不

ふ

手
て

際
ぎわ

で、真珠湾奇襲
攻撃開始後になってしまった。｢ 日本の不
意打ち ｣ はアメリカに衝撃を与え、「アメ
リカ合衆国にとって恥

ち

辱
じょく

の日」と米国大
統領フランクリン・デラノ・ルーズベルト

（Franklin Delano Roosevelt、1882 ～ 1945）

は演説し、以後、戦争中 ｢リメンバー・パー
ル・ハーバー（真珠湾を忘れるな、思い
出せ）｣ のスローガンが叫ばれ、アメリカ
国民は結束した。

アメリカ国民の日本に対する敵対心は燃
え上がり、それに乗じて 1942 年（昭和
17 年）2 月 19 日に、ルーズベルト大統
領は「大統領令 9066 号」に署名を行い、

「軍が必要ある場合（国防上）強制的に
『外国人』を隔離する」ことを承認。12
万人余の日系アメリカ人のほか、メキシコ
やペルーなどアメリカの友好国である中南
米諸国に在住する日系人と日本人移民が、
アメリカ全土の11ヶ所に設けられた強制
収容所に強制収容された。

真珠湾に端
たん

を発した、いわゆる太平洋
（大

だい

東
とう

亜
あ

）戦争では多くのアメリカ軍人等
も亡くなった。その遺族を中心に、原爆
投下は戦争終結を早め、日本列島での上
陸直接戦闘が回避され、多くのアメリカ
軍人たちの死を救ったとする考えが根強く
あり、今なお、核兵器廃絶運動の進展を
妨げる一因となっている。

3 日本の快進撃
1942 年（昭和 17 年）2 月 15 日、シ

ンガポールのイギリス軍・オーストラリア軍

第一章  太平洋戦争―真珠湾攻撃から敗戦まで
との合意のもと仏領インドシナへ
進駐し、事態を打開しようとす
るが、アメリカは日本への石油
輸出全面禁止などの経済封鎖を
もって、これに対抗した。列強
が互いに国益をぶつけあう帝国
主義の世界情勢から戦火の拡大
は不可避の状況であった。

当時の首相近
この

衛
え

文
ふみ

麿
まろ

（1891～

1945）は、アメリカ合衆国との関
係をよくするための日米交渉を継

近衛文麿（1891～1945）
（第34・38・39代内閣総理大臣）

東条英機（1884～1948）
（第40代内閣総理大臣）

炎上する真珠湾上空を飛行する九七式艦上攻撃機

米国大統領フランクリン・デラノ・ルーズベルト
（Franklin Delano Roosevelt、1882～1945）
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2 原爆の誕生
ウランが核分裂する際に、強大なエネ

ルギーを出すことを発見したのは、ドイツ
の化学者・物理学者の二人、オットー・ハー
ン（Otto Hahn、1879～1968）とフリッツ・シュ
トラスマ（Fritz Strassmann、1902 ～ 1980）

であった。オーストリアの物理学者である
リーゼ・マイトナー（Lise Meitner、1878～

1968）とオットー・ロベルト・フリッシュ（Otto 

Robert Frisch、1904 ～ 1979）に理論的証
明の手助けを受けたという。この発見は
1938 年（昭和 13 年）、第二次世界大
戦の前年のことである。

ナチスドイツや米国だけでなく、世界中
の物理学者がこれを理解し、大日本帝国
下の日本でも、原子爆弾を作る研究が始
まった。しかし、豊かな資源に恵まれ、第
二次大戦の主戦場にならなかった米国だ
けが、原爆を作り上げる条件を備えていた。

1939 年（昭和 14 年）9 月に欧州で
戦争が始まると、アメリカ合衆国は、非道
なナチスドイツを抑えるという名分のもとに、
この強大なエネルギーを利用した爆弾の
開発・製造を急いだ。その計画では、1

万人ともいわれる科学者・技術者・労働
者を秘密都市（ロスアラモス国立研究所）
に閉じ込め、20 億ドル（当時の日本の
全国家歳出相当額）といわれる資金を投
入して、原爆製造に邁

まい

進
しん

した。これがい
わゆる「マンハッタン計画」である。計
画は 3 年 7ヶ月を費やし、1945 年（昭
和 20 年）7 月、ついに 3 個の原子爆弾
が完成した。その前年の 1944 年（昭和
19 年）9 月に、米大統領と英首相は「原
爆を日本に対して使用することについて意
見が一致した」という。

ウラン核分裂の発見当初から、戦争の
武器として使われることを危

き

惧
ぐ

していたハ
ンガリー生まれのアメリカのユダヤ系物理
学者・分子生物学者レオ・シラード（Leo 

Szilard、1898～1964）らは、「フランク・レポー
ト」の中で、最も死傷者の少ない方法を
用いるべきだと主張した。シラードら7 人
の科学者は、日本に対する原子爆弾の無
警告での使用には反対であった。

シラードはアルベルト・アインシュタイン
（独 :Albert Einstein、1879～1955）を通じた
フランクリン・デラノ・ルーズベルト（Franklin 

Delano Roosevelt、1882～1945）大統領へ

の進言によって原子爆弾開発のきっかけを
作った人物として知られる。

そして、原子爆弾の恐ろしさを知る他
の科学者の間にも、使用を反対する声が
上がった。アメリカ陸海軍の将軍の一部
からも、市民の多くが犠牲になると反対の
声が上がった。しかし、アメリカ政府・軍
部は原子爆弾を日本に投下することを決定
した。

国の大半が焼
しょう

土
ど

と化していた日本の軍
国主義にとどめを刺し、連合国側の犠牲
を極力少なくする、そして膨

ぼう

大
だい

な経費を
使った原爆開発をアメリカ国民に正当化で
きる、原爆のもたらす効果を正確に測定
把
は

握
あく

できるという軍部・政府の功利的な
意志が働いた。

ハリー・S・トルーマン自身は生涯、原
爆投下を正当化していたといい、アメリカ
では未

いま

だに「戦争を早期終結に導き、ア
メリカ将兵の命を救った大統領」という評
価が定着している。

完成した 3 個の原爆のうち、一つ（プ
ルトニウム爆弾）は 1945年（昭和 20年）
7月16日にニューメキシコ州のアラモゴー
ドの砂漠で核実験が行われ、その恐るべ
き効果が実証された。トリニティ（三

さん

位
み

一
いっ

体
たい

）と名付けられたその原爆は、半信半
疑で見守る科学者や軍人の前で千の太陽
より明るく輝いた。そして、爆心地付近で
は鉄をも溶かし、数 km 先の建物を壊し、
実験動物たちを殺

さつ

戮
りく

することが分かった。
その直後「リトル・ボーイ」と「ファッ

トマン」の暗号名を持つ残りの 2 個は、
マリアナ諸島テニアン基地に移され、投

下の準備が進められた。

米国大統領ハリー・S・トルーマンは、
ポツダム宣言発表前の 7 月 25 日に、既
に広島、小倉、新潟、長崎のいずれか
への原爆投下を命令していたといわれる。
しかし、マンハッタン計画の最高責任者
レズリー・リチャード・グローヴス（Leslie 

Richard Groves、1896～1970）が作成した
原爆投下指令書をトルーマン大統領が承
認した記録はないともいう。

攻撃の第 1 目標は「広島市中心部と
工業地域」（照準点は相生橋付近）、予

レオ・シラード（Leo Szilard、1898～1964） アルベルト・アインシュタイン（Albert Einstein、
1879～1955）

レズリー・リチャード・グローヴス（Leslie 
Richard Groves、1896～1970）

組み立てたファットマンを輸送

原子爆弾リトル・ボーイ
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備の第 2 目標は「小
こ

倉
くら

造
ぞう

兵
へい

廠
しょう

ならびに
同市中心部」、予備の第 3 目標は「長崎
市中心部」であった。

搭乗員は新型爆弾、特別な爆弾とだ
け知らされ、何ヶ月も模

も

擬
ぎ

爆弾での投下、
退避訓練を受け、決して雲の中を通るな
と指示されて、8 月 6 日、「リトル・ボー
イ」（ウラン爆弾）を搭載したＢ29 爆撃
機エノラ・ゲイ号は、テニアン基地を出発し、
広島の上空に到達した。

午前 8 時 15 分、同機より投下された
「リトル・ボーイ」は、広島市の中心部

第三章 広島の悪夢

1 原爆投下
1945 年 8 月 6 日、月曜日の広島の

朝は快晴だった。深夜零時過ぎに空襲
警報が出たが、何ごともなく、午前 2 時
10 分に解除。朝の午前 7 時 9 分にまた
警戒警報が出たが、これも7 時 31 分に
解除された。ほっとした人々は朝食を済ま
せ、それぞれの 1日を始めていた。その時、
午前 8 時 15 分、上空に閃

せん

光
こう

が走った。

7 時過ぎの警戒警報の時、原爆投下
のために気象観測をするＢ29 がただ 1 機、
広島上空に飛来していた。しかし、人 は々
それを知らないまま、真夏の街で行動を
始めていた。戦時下ではあったが、勤労、家、
配給、通院、見舞い、預金の引き出しな
ど市民生活が動き出した時刻だった。

学校の生徒は、主に中学 1・2 年生の
男女合わせて約 8,400 人が建物疎開を

ネルギーおよびγ（ガンマ）線やβ（ベー
タ） 線のエネルギーなどの総計で、約
190 ～ 250MeV（1 億 9,000 万 ～ 2
億 5,000 万電子ボルト） である。反

はん

応
のう

が異なるので単純には比較できないもの
の、同じ 1 グラムの質量から得られるエ
ネルギーは、石油や石炭のおよそ 300 万
倍に相当する膨大なものである。

一方で、核分裂で発生する放射線・
放射能は、人体に多大な悪影響を及ぼす
ものであった。この核分裂エネルギーを
利用したものが原子力発電、そして原子
爆弾（原爆）である。広島や長崎に投
下された原爆からは、放射線の中性子線
とγ線が放出され、それを浴びたたくさん
の人々が白血病やガンで死亡した。

■コラム 3 「核分裂で生まれるエネルギー」

第三章  広島の悪夢
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の上空約 580 ｍで炸裂した。次いで 9日、
約 24 万人が暮らす長崎に「ファットマン」

（プルトニウム爆弾）が投下された。
日本側の対応の不備の中、空襲警報も

発令されず、日常の作業、暮らしを営む
市民らに、阿

あ

鼻
び

叫
きょう

喚
かん

の地獄がもたらされた。

核分裂の際に放出されるエネルギーは、
原子核の種類によって異なるが、核分裂
片の運動エネルギー、核分裂中性子のエ

被爆図

第
三
章    

広
島
の
悪
夢

広島原爆戦災誌付録より

32 33



伴村、戸山村など 10 村の全域または一
部を追加。

1978 年（昭和 53 年）5 月、健康
管理手当の支給対象を拡大して、対象疾
患に潰瘍を伴う消化器機能障害を追加。

1981 年（昭和 56 年）8 月、医療
特別手当を創設（月額 98,000 円）して、
認定疾病被爆者であって、認定に係る疾
病の状態にある者に対し、従来支給され
てきた特別手当と医療手当を統合。所得
制限撤廃。

保健手当（増額分） を創設（月額
24,000 円）し、原爆の傷害作用の影響
による身体上の影響のある者、または 70
歳以上の単身居宅生活者には通常より高
額の保健手当を支給。

原子爆弾小頭症手当を創設（月額
33,600 円）し、小頭症患者に対して、
小頭症手当を支給開始。

1988 年（昭和 63 年）5 月、全被
爆者に対する無料のがん検診実施開始。

1991 年（平成 3 年）4 月、健康管
理手当の受給期間を延長して、更新期限
が 1 年の障害分類を 3 年とし、3 年の障
害分類を 5 年とした。各種手当の所得制

限緩和、各種手当の増額。
介護手当の大幅増額として、月額上限

40,500 円から中度は 63,000 円、重度
は 94,500 円とした。

1995 年（平成 7 年）7 月、「原子
爆弾被爆者に対する援護に関する法律」

（被爆者援護法） 施行。特別葬祭給付
金を創設して、被爆者のうち、広島、長
崎で被爆し、かつ葬祭料制度の対象とな
る前に死亡した遺族に対して、特別葬祭
給付金を支給。特別手当、健康管理手当、
保健手当、介護手当の支給のための所
得制限撤廃。

2002 年（平成 14 年）4 月、健康
診断特例区域の追加をして、長崎の爆心
地から 12km 以内の区域を第二種特例
区域として追加。

2003 年（平成 15 年）7 月、健康
管理手当の受給期限を原則撤廃（永久
的な支給制度とする）。例外として、鉄欠
乏性貧血、潰瘍は 3 年、甲状腺機能亢
進症、白内障は 5 年とした。

2008 年（平成 20 年）12 月、海外
からの手帳交付申請を可能とした。

第四章 戦後の核拡散

発生した多量の放射性降下物（死の灰）
を浴びた。船員 23 人が被曝し、半年後
に 1 人が死亡した。「ブラボー」と名づ
けられた水爆の威力は広島型原爆の約 1
千倍。第五福竜丸の被害は、のちに「ビ
キニ事件」と呼ばれた。これらの水爆実
験で放射性降下物を浴びた漁船は数百隻、
被曝者は 2 万人を超えるとみられている。

1945年（昭和20年）から1984年（昭
和 59年）までに世界で行われた大気圏
内での核実験は589回に及んだという。

原爆投下から59 年後の 2003 年、64 年後の 2008 年にも施策が追加されており、
必要な援護には相当の時間を要したのである。その後も、2009 年 12 月 1 日の衆議院
本会議で、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に
関する法律（原爆症基金法）が可決、成立した。

第四章  戦後の核拡散
ビ
キ
ニ
環
礁
で
の
米
核
実
験

第五福竜丸

1 頻発する核実験
原爆の恐ろしさを認識しながらも、米

国は核を保有し、核実験を続けた。日本
に原爆が落とされてからわずか 1 年後に、
ビキニ環礁での核実験（クロスロード作
戦）が行われた。史上 4 番目と5 番目の
核爆発である。

1949 年（昭和 24 年）にはソ連が初
めての核実験をカザフスタンのセミパラチ
ンスクで行った。これにより、アメリカの
核開発計画が加速した。エニウェトクと
ビキニでは 1958 年（昭和 33 年）まで
実験が続き、アメリカの、原爆より威力
の大きい水爆の実験のほとんどはこれら
の環礁で行われた。エニウェトク環礁で
は、1948 年（昭和 23 年）から 10 年
の間に 43 回の核実験が行われた。また、
ビキニ環礁でも核実験が続けられ、都合
67 回に上った。

日本の遠洋マグロ漁船「第五福竜丸」
は、1954 年（昭和 29 年）3 月 1 日、
ビキニ環礁でアメリカ軍の水爆実験により
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第六章 日本における原子力の平和利用

1955 年（昭和 30 年）1 月 11 日、ア
メリカは、濃縮ウランの供与など対日原子
力研究援助の意志を表示した。同年 11
月12日、工業技術院地質調査所が、鳥取・
岡山県境の人形峠で、日本で初めてのウ
ラン鉱床を発見。11 月 14 日、アメリカ
から日本へ濃縮ウランを貸与するための日
米原子力研究協定がワシントンD.C. で調
印され、同年 12 月 27 日発効した。

同年 12 月 19 日、原子力三法（原子
力基本法、原子力委員会設置法、総理
府設置法一部改正一原子力局の設置）
が公布され、1956年 1月1日、原子力
委員会が発足する。同年 8 月 2 日、日
本原子力研究所により、初の原子炉（原
研 JRR-1）が着工された。

当時の先端技術であった原発を、民間
企業のみで開設することは難しかったこと
から、1957 年（昭和 32 年）11 月 1 日、
国も協力して「日本原子力発電株式会社

（日本原電）」が設立された。そして日本
で初めてとなる商業用原発として、日本
原電の東海発電所が、茨城県那

な

珂
か

郡
ぐん

東
海村に建設され、1966 年（昭和 41 年）
7 月 25 日営業運転を開始した。これはイ
ギリスから導入された「黒鉛減速ガス冷
却炉」と呼ばれる方式で、核分裂によっ
て放出される中性子の速度を、黒鉛によっ
て下げる仕組みだった。

この運転開始により、原発先進国から
日本への技術移転が始まり、徐々に国産
の原発が開発されていくこととなる。

その後、世界では、現在の主流である
「軽水炉」の建設が盛んになる。「軽水
炉」とは、中性子を、普通の水（専門用
語で「軽水」と呼ばれる）によって減速
する方式である。

1970 年（昭和 45 年）3 月 14 日、日
本原電 2 番目の商用発電所である敦

つる

賀
が

発
電所が、同年 11 月 28 日には、電力会
社関西電力の美

み

浜
はま

発電所が営業を始め、
福井県にある両発電所で 2 基の軽水炉が
運転を開始した。一つは、敦賀発電所の

「敦賀発電所 1 号機」で、これが日本
で初めての「沸騰水型軽水炉（BWR）」
である。もう一つは、美浜発電所の「美
浜発電所 1 号機」で、「加圧水型軽水炉

（PWR）」であった。
1970 年は、大阪で日本万国博覧会が

開催された年でもあり、高度成長期の真っ
只中にあった日本では、未来を担うさま
ざまな先端技術への期待が高まっていた。
こうした世の中の流れの中で、「原子力は
発電に利用することのできるエネルギーで
ある」という認識が、日本にも広まっていっ
た。

そんな中、1973 年（昭和 48 年）10
月 16 日からはじまる第 4 次中東戦争で、
アラブ産油国が石油輸出を停止したため、
第一次オイルショック（石油危機）が起こ
る。日本は、1974 年（昭和 49 年）に
－1.2%という戦後初めてのマイナス成長
を経験し、高度経済成長がここに終焉を
迎えた。

さらに、1979 年（昭和 54 年）には、

イラン革命によって第二次オイルショック
が起こり、世界各国は石油資源に依存し
すぎることのリスクを考え始めた。日本
でもオイルショックによる混乱（燃料高

こう

騰
とう

、
省エネ推進、トイレットペーパー騒動など）
は大きく、各国と同様に「エネルギーの
安定供給」が重要な課題として認識され、
さまざまな政策が実施された。

第六章  日本における原子力の平和利用 女川原子力発電所（宮城県）【提供者：原子力資料情報室】

柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）【提供者：原子力資料情報室】

その解決策のひとつとして、重油を莫
大に使う石油火力発電所を見直し、エネ
ルギー安全保障の観点から原発に注目が
集まるようになった。

1973 年、当時首相を務めていた田中
角
かく

栄
えい

（1918～1993）は、国会で、「原子
力を重大な決意をもって促進をいたした
い」と述べ、1974 年（昭和 49 年）に
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第七章 反原発運動・脱原発運動

反原発運動は原子力発電に反対する運
動であり、脱原発運動（原発施設の危険
性の指摘とガバナンスの欠落や原発推進
政策の問題点を指摘して脱原発政策を進
める市民運動）も、基本的には同様のも
のである。核廃絶運動、原子力運動に含
まれるが、廃絶の運動が核兵器の廃絶を
中心として世界的にも長い歴史を持つ運
動であるのに対して、原子力の平和利用
である原子力発電への危機感は必ずしも
広く共有されて来なかった。核廃絶論者
の間にも原子力の平和利用について是

ぜ

認
にん

する傾向が強かったからである。
広島、長崎を経験した唯一の被爆国で

ある日本でも、原水爆禁止日本国民会議、
原水爆禁止日本協議会といった有力な反
核団体が、原発を是認もしくは容認してき
た歴史がある。

原子力発電所に反対する運動は、
1970 年代、80 年代の高木仁

じん

三
ざぶ

郎
ろう

（1938

～2000）らの先駆的な努力があるものの、
当該の立地地域における住民の反対運動、
訴訟運動など、そうした運動への支援活
動にとどまらざるを得なかった。

しかし、2011 年（平成 23 年）3 月
11 日の福島第一原発事故によって、原
子力の平和利用が放射性物質の大漏洩と
いう取り返しのつかない惨事をもたらすこ
とが現実に明らかとなり、ようやく核廃絶
運動の枠組み自体が見直されはじめ、市
民団体や NPO による反原発・脱原発運
動が市民レベルで活発化した。

福島県は、5ヶ月後の 2011 年（平成
23 年）8 月、民間有識者を交えた検討

会で「福島県復興ビジョン」を策定。「原
子力に依存しない、安全・安心で持続的
に発展可能な社会づくり」を目指すとし、
「脱原発」と「再生可能エネルギーの推
進」（県内で消費されるエネルギー分を再
生可能エネルギーで 100％賄う目標を打
ち出し、全国有数の再生可能エネルギー
地域を目指す）を盛り込んだ。

しかし、福島第一原発事故以降高まり
を見せていた脱原発・反原発運動も、ド
イツの緑の党のような国政レベルの政治
的結集点をつくれず、2012 年（平成 24
年）12 月の衆議院選では原発問題は重
要争点化されないまま、一貫して日本の
原発政策を推進してきた自民党の政権（公
明党連立）の復活を許すことになった。

欧州を中心とする脱原発への動きでは、
まず 1999 年（平成 11 年）12 月にス
ウェーデンが稼働中のバルセベック原発 1
号機を閉鎖し、2005 年（平成 17 年）5
月には残る 1 基も閉鎖した。2000 年（平
成 12 年）6 月にはドイツ政府と電力会社
が原発全廃に合意し、2003 年 11 月に
1 基目を閉鎖、2005 年 5 月には 2 基目
を閉鎖した。ベルギーでも2003 年 1 月
に脱原発法が成立した。電力自由化で電
気料金の低下が進み、原発が経済面から
電力会社の重荷になってきたことに加えて、
自然エネルギーや分散型エネルギー源の
急速な普及や、緑の党の政権参加など政
治的な構造変化も背景にある。

一方、世界全体を見ると、原子力ルネ
サンスと呼ばれる動きや中華人民共和国
など原発推進姿勢の国もある。

第七章  反原発運動・脱原発運動掲げた上で、原子力の利用にあたっている。
2014 年（平成 26 年）8月に制定さ

れた「原子力損害賠償・廃炉等支援機
構法」では、原発については、何よりも
安全を最優先すること、その際、産業界
が自主的かつ不断の安全追及を行う事業
体制の確立を目指すこと、原子力の安全
を支える高いレベルの原子力技術・人材
の維持・発展をはかること、地域防災計
画や避難計画を充実化することなど、様々
な取り組みを行うとした。

エネルギー資源に乏しい日本において
は、原子力は石炭火力とともに重要なエ
ネルギーのとして活用されてきた。安全
性を最優先に掲げながら、政府の審議会

である原子力小委員会では、いかにして
原子力への信頼を獲得していくか、という
観点からも議論を進め、今後も時代の要
請に応じた、原子力の利用の最適なかた
ちを目指すとした。

さらに日本は、石炭火力を電力需要の
増減に対応しやすい有力電源と位置付
け、具体的な削減計画を示してこなかった
が、2020 年 7 月政府は、1990 年代前
半までに建設され、CO2 の排出量が多い
旧式の非効率な石炭火力発電所、9 割を
2030 年度までに休廃止するという方針を
示した。日本のエネルギー政策は、大き
な転換点を迎えることとなった。

□経営トップによるリスクガバナンス強化
原子力事業者は、経営トップが強い決

意のもと、自ら原子力のリスクと向き合っ
て対処する「リスクガバナンス」を強化し
ています。

原子力産業界全体としては、頻度は少な
くても万一発生すると甚大な被害が予測
される事態のリスク評価（確率論的リスク
評価：PRA）※1の考え方や、「原子力リスク
研究センター（NRRC） ※2」が保有する安
全対策上の土台となる知見等の活用など、
原子力発電所の安全性をより一層向上さ
せるよう取り組んでいます。

□外部の視点も活用し安全性を追求
さらに、社内の原子力安全監視機能の

充実を図ることはもとより、原子力安全推
進協会（JANSI）によるピアレビュー（相互

評価） ※3なども取り入れ、原子力発電所
の実態を外部からの視点で評価してもら
い、提言・勧告を積極的に取り入れていき
ます。

※ 1　原子炉施設などで発生するあらゆる事
故を想定した上で、その発生頻度と発生時の
影響を定量的に評価し、その積の大きさで「リ
スク」を比較することにより安全性の度合い
を表現する方法。
※ 2　2014 年（平成 26 年）10 月に PRA
手法およびリスクマネジメント手法の国際的な
中核的研究拠点として設立。
※3　豊富な業務経験を持つ原子力の専門家
らが、評価対象の原子力発電所を実際に訪
問し、安全性や信頼性の確保に関する組織・
管理体制などを評価するもの。評価に際して
は、原子力発電所の現場を子細に見て回り
問題点を探るなど入念な観察が行われ、所
員との面談や議論も行われる。

電気事業連合会の WEB より、要約して掲載しました。

原子力産業界全体の安全性向上への取り組み
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第八章 平和へのかすかな光

2001 年（平成 13 年）8 月、「世界
平和連帯都市市長会議」から「平和市
長会議」に、2013 年（平成 25 年）8
月に「平和首長会議」に名称変更した。

曝者の声が私たちのもとに届かなくなるで
しょう。しかし、1945 年 8 月 6 日の朝の
記憶を決して薄れさせてはなりません。そ
の記憶があれば、私たちは現状肯

こう

定
てい

と
戦えるのです。その記憶があれば、私
たちの道徳的な想像力をかき立てるので
す。その記憶があれば、変化できるので
す」。「世界はこの広島によって一変しま
した。しかし今日、広島の子供達は平和
な日 を々生きています。なんと貴重なこと
でしょうか。この生活は、守る価値があり
ます。それを全ての子供達に広げていく
必要があります。この未来こそ、私たちが
選択する未来です。未来において広島と
長崎は、核戦争の夜明けではなく、私た
ちの道義的な目覚めの地として知られるこ
とでしょう」。

スピーチを終えるとオバマは、被曝者で、
日本で命を落とした連合国の捕虜の研究
で知られる森

もり

重
しげ

昭
あき

に自ら歩み寄り、言葉を
かけ、涙ぐむ森をしっかりと抱きしめた。

広島市民は「オバマへの手紙」という
地元メディアのキャンペーンの中で、呼び
かけを行っていた。
「広島では、米兵も原爆犠牲者として

追悼の対象になっています。彼らを含めた
全犠牲者の追悼の意味でも、核廃絶への
祈りを広島から発信してください」。

森重昭著『原爆で死んだ米兵秘史』（光
人社）によると、1945 年（昭和 20 年）
7 月 28 日、広島・呉軍港への攻撃の途中、
日本軍の高射砲によって 2 機の大型爆撃
機 B24「タロア号」と20 機の艦載機が
撃墜された。パラシュートでの脱出で生き
残った乗員たちは、広島城内にある憲兵
隊司令部など 3ヶ所に分散留置され、取
り調べを受けた。だが、8 月 6 日に至近
距離で原爆が炸裂。捕虜となっていた 12
名のうち 10 名が即死し、残り2 名は 2
週間近く生存したが結局、死亡。その 2
名は憲兵隊によって広島の宇

う

品
じな

で葬られ、
墓標が建てられた。

3 核兵器禁止条約採択
前述のとおり、2017 年（平成 29 年）

7 月 7 日、核兵器禁止条約が 122ヶ国
の賛成多数によりニューヨークの国連本
部で採択された。国連加盟 193ヶ国中、
124ヶ国が投票に参加した。

条文には「ヒバクシャ」（HIBAKUSHA）
という言葉が記され、核被害者の権利が
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1　平和首
し ゅ

長
ちょう

会議
1982 年（昭和 57 年）6 月、荒木武

たけし

広島市長（当時）は、米国ニューヨーク
市での第 2 回国連軍縮特別総会において、
世界の都市に、国境を越えて連帯し、共
に核兵器廃絶への道を切り開こうと呼び
掛けた。また、広島・長崎両市は、この
呼び掛けに賛同する都市（自治体）で構
成する機構として、世界平和連帯都市市
長会議を設立した。加盟都市相互の緊密
な連帯を通じて核兵器廃絶の市民意識を
国際的な規模で喚起するとともに、人類
の共存を脅かす飢餓・貧困等の諸問題の
解消さらには難民問題、人権問題の解決
及び環境保護のために努力し、もって世
界恒久平和の実現に寄与することを目的
とした。そして、1991 年（平成 3 年）
には、国連経済社会理事会の NGO に
登録された。

安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
と
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
米
大
統
領
が
広
島
平
和
記
念
公
園
で
握
手

国連本部での核兵器禁止条約採択の瞬間（提供：ピースボート）

加盟国　164 ヶ国・地域
加盟都市数　7,907
日本国内加盟都市数　1,733
2020 年 6 月 1 日現在　

2 オバマ米大統領の広島訪問
原爆投下から71 年もの歳月を経て、

第 44 代アメリカ合衆国大統領バラク・オ
バマ（Barack Obama、1961 ～）が、伊勢
志摩サミット出席後の 2016 年（平成 28
年）5 月 27 日、安倍晋

しん

三
ぞう

（1954 ～）内
閣総理大臣とともに、現職の大統領とし
て初めて広島平和記念公園を訪問した。

広島平和記念資料館を視察後、慰霊
碑に献花し、「いつの日か、証言する被
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編集後記

広島に投下された原爆の爆風の強さは、爆心地から500ｍ離れた場所で、1㎡当たり19トン（自家
用車約15台分）に達し、また、爆心地から1.2㎞以内での熱線は、3千から4千度に及んだといわれて
います。さらに、目に見えない極めて有害な放射性物質が、広島の街に降り注ぎました。

本書には、広島平和記念資料館平和データベース様からご提供いただいた多くの被害写真を掲載
しましたが、目をそむきたくなるような悲惨なものも少なくありません。

遮
さえぎ

る物が無かった人々の体に与えた、原爆の惨
むご

たらしさ、悍
おぞ

ましさはいかばかりであったか。私た
ちは今、目に見えない新型コロナウイルスに悩まされ苦しんでいますが、読者お一人おひとりが、75年
前の広島と長崎の悲劇に想像力を働かせていただき、平和の大切さを改めて噛みしめていただけれ
ば幸いに思います。

本書の編集にあたり、鳥越一朗氏には構成、文章表現など数々のご協力をいただきました。心から
感謝申し上げます。

最後になりましたが、広島平和記念資料館様はじめ、関連諸機関様等多くの皆様より資料・写真の
ご提供等を賜りました。刊行にあたり、改めて厚く御礼申し上げます。
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